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● 施策体系

第１節 非核、平和のまちづくり

（細節） （細々節）

１ 非核平和への貢献 （１）非核平和意識の普及

（２）非核平和事業の推進

第２節 人権を尊重するまちづくり

（細節） （細々節）

１ 人権の保障 （１）人権教育と啓発の推進

（２）相談・支援の強化

（３）情報提供と連携

（４）交流の促進

第３節 男女共同参画のまちづくり

（細節） （細々節）

１ 男女共同参画社会の実現

２ 男女共同参画に向けての意識改革

３ 男女が人間らしくゆとりをもって働き暮らすた （１）家庭生活への男女共同参画の推進

めの環境整備 （２）労働の場における男女共同参画の推進

４ 女性の生涯を通じた健康の保持・増進

５ 女性に対するあらゆる暴力の根絶のための基盤づくり

６ 男女が共に自立して社会参画できる環境の整備 （１）地域社会への男女共同参画の推進

（２）市政への参画
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●建設事業関係

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

合　計

外壁改修工事

合　計

外壁改修工事

合　計

事業費
単位：
千円

「非核、平和のまちづく
り」

平和祈念資料館の維持管理にかかる経費。
千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

[人権平和室]

交流活動館の老朽化に伴い、改修工事を行
う。

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

事  業  内  容 年度(西暦) 概　　　　　要

「人権を尊重するまちづ
くり」

交流活動館施設管理事業

[男女共同参画センター]

男女共同参画センターの老朽化に伴い、改
修工事を行う。

[人権平和室交流活動館]

「男女共同参画のまちづ
くり」

男女共同参画センター施
設管理事業
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●建設事業関係

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

合　計

外壁改修工事

合　計

外壁改修工事

合　計

事業費
単位：
千円

「非核、平和のまちづく
り」

平和祈念資料館の維持管理にかかる経費。
千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

[人権平和室]

交流活動館の老朽化に伴い、改修工事を行
う。

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

事  業  内  容 年度(西暦) 概　　　　　要

「人権を尊重するまちづ
くり」

交流活動館施設管理事業

[男女共同参画センター]

男女共同参画センターの老朽化に伴い、改
修工事を行う。

[人権平和室交流活動館]

「男女共同参画のまちづ
くり」

男女共同参画センター施
設管理事業

●制度等の施策関係

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

すべての人権問題の課題解決をめざし、広
く周辺地域との交流促進を図るとともに、
自立支援や福祉の向上に資する事業を実施
する。

継続 ①交流活動館施設管理事業（普通建設事業を除く。）交流活動館施設管理事業

[人権平和室交流活動館]

継続 ①総合生活相談事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

すべての人権問題の課題解決をめざし、広
く周辺地域との交流促進を図るとともに、
自立支援や福祉の向上に資する事業を実施
する。

継続 ①教養文化事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

総合生活相談事業

[人権平和室交流活動館]

すべての人権問題の課題解決をめざし、広
く周辺地域との交流促進を図るとともに、
自立支援や福祉の向上に資する事業を実施
する。

継続 ①人権ケースワーク事業

[人権平和室交流活動館]

[人権平和室交流活動館]

「人権を尊重するまちづ
くり」

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権ケースワーク事業

すべての人権問題の課題解決をめざし、広
く周辺地域との交流促進を図るとともに、
自立支援や福祉の向上に資する事業を実施
する。

非核平和都市宣言後、１０周年の年から周
年事業として５年の節目毎に広島市や長崎
市に平和大使を派遣している。平成30年
（2018年）は、35周年にあたり、市民
公募による平和大使を広島市へ派遣する。

教養文化事業

「非核、平和のまちづく
り」

[人権平和室]

平和祈念資料館企画管理
運営事業

「非核、平和のまちづく
り」

[人権平和室]

①市民平和のつどい事業

継続 ①非核平和都市宣言記念事業

[人権平和室]

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要

「非核、平和のまちづく
り」

平和祈念資料館において、戦時中の資料の
保存・展示、また資料を活用した事業、平
和の語り部事業などを行うことにより、戦
争の悲惨さや平和の尊さに関する市民の理
解と認識を深めるなど、戦争の悲惨さを風
化させないよう平和の尊さを後世に伝え
る。

市民平和のつどい事業

[人権平和室]

事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

非核平和都市宣言を実りあるものとするた
め、毎年８月上旬の１週間程度を期間とし
て、メイシアターで「市民平和のつどい」
を開催している。事業内容は非核平和資料
展として啓発パネル等の展示とともに、市
民から寄贈された戦時中の生活用品や軍隊
に関するものを資料として展示している。
また、期間中には平和に関する事業を行う
など、啓発活動行っている。

継続

①千里ニュータウンプラザ施設管理事業（普通建設事
業を除く。）

継続

継続 ①非核平和都市宣言啓発事業

非核平和都市宣言を実りあるものとするた
め、シンボルマーク旗を作成。市役所正面玄
関に掲揚し、非核平和啓発を進めている。
毎年、８月６日の広島平和記念式典、８月９
日の長崎平和祈念式典等に参加し、平和に関
する職員の意識の向上に努めるとともに、市
長のメッセージを届け、吹田市から世界へ平
和の思いを届けている。（平成３０年度は平
和大使派遣事業実施のため、長崎の式典のみ
に参加）

千里ニュータウンプラザの平和祈念資料館
の維持管理にかかる経費

継続 ①平和祈念資料館企画管理運営事業

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

非核平和都市宣言記念事
業

「非核、平和のまちづく
り」

非核平和都市宣言啓発事
業

「非核、平和のまちづく
り」

[人権平和室]
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

①じんけん作品事業じんけん作品事業

[教育政策室]

市民に向けて人権意識の啓発を図る。 継続 ①人権教育活動人権教育活動

[まなびの支援課]

「人権を尊重するまちづ
くり」

継続 ①人権関連視聴覚教材貸出事業
人権関連視聴覚教材貸出
事業

[教育政策室]

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権をテーマにした作品を募集すること
で、人権についての考えを表現する機会を
設ける。また、応募作品を活用すること
で、人権意識の啓発を図る。

人権施策推進事業 継続

人権に関わるビデオ・ＤＶＤ等の視聴覚教
材を購入・管理し、貸し出しを行うこと
で、人権意識の高揚を図る。

①人権施策推進事業

[人権平和室]

「人権を尊重するまちづ
くり」

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権啓発交流推進事業

継続

「人権を尊重するまちづ
くり」

すべての人権問題の課題解決をめざし、広
く周辺地域との交流促進を図るとともに、
自立支援や福祉の向上に資する事業を実施
する。

継続 ①人権啓発交流推進事業

[人権平和室交流活動館]

[人権平和室]

「人権を尊重するまちづ
くり」

市民ひゅーまんセミナー
事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権週間（毎年１２月４日から１０日ま
で）に合わせ、その意味や人権の大切さを
周知し、基本的人権を尊重する市民意識の
高揚を図る目的で、市職員、人権擁護委
員、人権啓発推進委員が街頭啓発を行うほ
か、人権フェスティバルの開催、じんけん
作品・パネル展、人権カレンダーの作成な
どの集中的な啓発活動を実施する。

本市の人権施策を総合的かつ計画的に行う
ため、吹田市人権尊重の社会を目指す条例
に基づき、吹田市人権施策審議会を設置
し、運営している。
現在人権政策基本方針の見直しやその方針
を伴う推進計画を策定するため諮問し、進
めている。

[人権平和室]

①市民ひゅーまんセミナー事業

[人権平和室]

継続 ①人権啓発パネル展事業

憲法手帳をはじめとする啓発資料や啓発用
品の購入費用と、人権関係の研修会に係る
大阪府への負担金を支出する。

継続 ①その他人権啓発事業

基本的人権を尊重する市民意識の高揚を図
るため、憲法制定記念パネル展や、巡回パ
ネル展を開催する。

継続 ①人権週間啓発事業

[人権平和室]

市民の自主的な組織である吹田市人権啓発
推進協議会の推進委員や市民等を対象にし
て、さまざまな人権課題について外部講師
を招いて４回の講演を行っている。これら
の講演を通して、市民の人権に対する関心
や理解を高めていき、また、地域での人権
啓発活動のリーダーを養成することで、地
域から人権啓発活動の活性化を図る。

継続

人権啓発パネル展事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権週間啓発事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

その他人権啓発事業
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

①じんけん作品事業じんけん作品事業

[教育政策室]

市民に向けて人権意識の啓発を図る。 継続 ①人権教育活動人権教育活動

[まなびの支援課]

「人権を尊重するまちづ
くり」

継続 ①人権関連視聴覚教材貸出事業
人権関連視聴覚教材貸出
事業

[教育政策室]

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権をテーマにした作品を募集すること
で、人権についての考えを表現する機会を
設ける。また、応募作品を活用すること
で、人権意識の啓発を図る。

人権施策推進事業 継続

人権に関わるビデオ・ＤＶＤ等の視聴覚教
材を購入・管理し、貸し出しを行うこと
で、人権意識の高揚を図る。

①人権施策推進事業

[人権平和室]

「人権を尊重するまちづ
くり」

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権啓発交流推進事業

継続

「人権を尊重するまちづ
くり」

すべての人権問題の課題解決をめざし、広
く周辺地域との交流促進を図るとともに、
自立支援や福祉の向上に資する事業を実施
する。

継続 ①人権啓発交流推進事業

[人権平和室交流活動館]

[人権平和室]

「人権を尊重するまちづ
くり」

市民ひゅーまんセミナー
事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権週間（毎年１２月４日から１０日ま
で）に合わせ、その意味や人権の大切さを
周知し、基本的人権を尊重する市民意識の
高揚を図る目的で、市職員、人権擁護委
員、人権啓発推進委員が街頭啓発を行うほ
か、人権フェスティバルの開催、じんけん
作品・パネル展、人権カレンダーの作成な
どの集中的な啓発活動を実施する。

本市の人権施策を総合的かつ計画的に行う
ため、吹田市人権尊重の社会を目指す条例
に基づき、吹田市人権施策審議会を設置
し、運営している。
現在人権政策基本方針の見直しやその方針
を伴う推進計画を策定するため諮問し、進
めている。

[人権平和室]

①市民ひゅーまんセミナー事業

[人権平和室]

継続 ①人権啓発パネル展事業

憲法手帳をはじめとする啓発資料や啓発用
品の購入費用と、人権関係の研修会に係る
大阪府への負担金を支出する。

継続 ①その他人権啓発事業

基本的人権を尊重する市民意識の高揚を図
るため、憲法制定記念パネル展や、巡回パ
ネル展を開催する。

継続 ①人権週間啓発事業

[人権平和室]

市民の自主的な組織である吹田市人権啓発
推進協議会の推進委員や市民等を対象にし
て、さまざまな人権課題について外部講師
を招いて４回の講演を行っている。これら
の講演を通して、市民の人権に対する関心
や理解を高めていき、また、地域での人権
啓発活動のリーダーを養成することで、地
域から人権啓発活動の活性化を図る。

継続

人権啓発パネル展事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権週間啓発事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

その他人権啓発事業

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「人権を尊重するまちづ
くり」

青少年に向けて人権意識の啓発を図る。 ①人権教育活動人権教育活動

[青少年室]

男女共同参画センター啓
発事業

①男女共同参画センター調査研究事業
男女共同参画センター調
査研究事業

[男女共同参画センター]

①男女共同参画センター啓発事業

[男女共同参画センター]

①男女共同参画センター運営事業

「男女共同参画のまちづ
くり」

男女共同参画を推進するために、男女共同
参画センターだより「ソフィア」の発行を
行う。ソフィア等の企画・編集を通して人
材を育成する。

継続

「男女共同参画のまちづ
くり」

継続

法に基づき、法務大臣から委嘱された人権
擁護委員が、市民の基本的人権が侵害され
るような場合に、速やかにその救済のため
の措置をとるとともに、市民からの人権に
係る様々な問題について、相談を受けてい
る。それに加えて、市民の人権意識が高ま
るよう啓発活動にも取り組んでいる。

継続 ①人権擁護活動事業

[人権平和室]

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」

平成１４年１０月に制定された男女共同参
画センター条例第３条に基づき、男女共同
参画を推進するための調査研究事業を実施
する。

継続

「男女共同参画のまちづ
くり」

男女共同参画社会の形成に向けたセンター
の運営について、審議するため運営審議会
を設置し、運営業務に必要な非常勤職員・
臨時雇用員の任用を行う。

継続
男女共同参画センター運
営事業

男女共同参画プラン推進
事業

[男女共同参画室]

「男女共同参画のまちづ
くり」

男女共同参画についての情報提供、シンポ
ジウムの開催等を行い、男女共同参画社会
の形成をめざす。

継続 ①啓発事業啓発事業

[男女共同参画室]

すいた男女共同参画プランに基づく施策を
推進する。

継続

「男女共同参画のまちづ
くり」

男女共同参画推進条例に基づき、次期男女
共同参画プランを策定する。

継続 ①男女共同参画プラン策定事業
男女共同参画プラン策定
事業

[男女共同参画室]

①男女共同参画プラン推進事業

基本的人権を尊重し、市民の人権意識の高
揚を図り、ともに生きることができる社会
を目指すことを目的に設立された吹田市人
権啓発推進協議会に対して、その活動費を
補助し人権啓発活動の推進を図る。

継続 ①吹田市人権啓発推進協議会活動補助事業

[人権平和室]

「人権を尊重するまちづ
くり」

吹田市人権啓発推進協議
会活動補助事業

「人権を尊重するまちづ
くり」

人権擁護活動事業
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「男女共同参画のまちづ
くり」

本市全域で子育て支援の一環として、保育
付き講座及び参画スタッフ活動での保育を
担当する「保育スタッフ」を養成する。ま
た、スタッフ活動を通して社会参加を促す
機会とする。

継続 ①男女共同参画センター保育事業
男女共同参画センター保
育事業

[男女共同参画センター]

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」 男女共同参画を推進するため、連続講座の

実施や講演会等を開催し、男女共同参画社
会の実現に向けて考え、行動する機会の提
供と充実に努める。また、男女共同参画推
進の視点を持った人材を育成する。（平成
３０年度より、「男女共同参画センター事
業者向け研修会等事業」を本事業に統合）

継続 ①男女共同参画センター主催講座等事業
男女共同参画センター主
催講座等事業

[男女共同参画センター]

総合的なＤＶ防止対策を実施することによ
り、配偶者等からの暴力を防止するととも
に被害者の自立を支援する。また、配偶者
等からの暴力及び児童に対する暴力の防止
の推進のため、地域や企業とも連携して、
女性や子どもに対する暴力をはじめ、「暴
力のない安心安全のまち、すいた」をめざ
す「Ｗリボンプロジェクト」を進める。

継続 ①ＤＶ防止対策事業ＤＶ防止対策事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」 男女共同参画社会の実現に向けて、情報ラ

イブラリーにおいて、様々なジャンルの図
書や資料、映像などの情報を収集、提供す
る。また、情報ライブラリースタッフ活動
を実施することにより、男女共同参画推進
の視点を持った人材を育成する。

継続 ①男女共同参画センター情報収集・提供事業
男女共同参画センター情
報収集・提供事業

継続 ①ダブルリボンプロジェクト基金積立事業
ダブルリボンプロジェク
ト基金積立事業

[男女共同参画室]

「男女共同参画のまちづ
くり」

継続
①男女共同参画センター施設管理事業（普通建設事業
を除く。）

男女共同参画センター施
設管理事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」

「男女共同参画のまちづ
くり」

家庭・地域・職場等における人間関係等、
女性の悩み全般にわたる相談事業を行う。

継続 ①女性のための相談事業女性のための相談事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」

Ｗリボンバッジの売上金の一部等及び指定
寄附金をダブルリボンプロジェクト基金に
積立てる。

「男女共同参画のまちづ
くり」 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保

護等のため、「予防」、「発見」、「支
援」、「フォロー」の４つの視点から効果
的な事業を推進しており、配偶者暴力相談
支援センター機能を持つＤＶ相談室での被
害者支援やパンフレットの作成など、様々
な啓発活動を行う。

継続 ①ＤＶ防止対策事業ＤＶ防止対策事業

[男女共同参画室]

①男女共同参画センター事業者向け研修会等事業
男女共同参画センター事
業者向け研修会等事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」 職場における男女共同参画の実現のため、

育児介護休業法などの制度の周知、キャリ
ア教育、ダイバーシティなどの啓発、研修
会を実施するなどして事業者に積極的に働
きかける。（平成３０年度から男女共同参
画センター主催講座等事業へ移管）

継続

男女共同参画の推進に関する市民や事業者
による取組を支援するための拠点施設であ
る男女共同参画センターの維持管理を行
う。
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